
月例会冒頭で、午前開催の役員会報告を幹事長よりしており、その内容を含め、「iNews (医法研ニュース)」として、

ウェブサイトに掲示、会員の皆様にご報告いたします。会員会社社内でも回覧いただきますよう、お願いいたします。 

登録会員の皆様には、「第3回医法研の明日に向けてアンケート」につきまして、ご協力、ご回答いただきまし

て、ありがとうございます。集計し、登録会員の皆様に、おって、ご報告させていただきます。 

 

第4号 

2019年 

1月17日 

iNews  第4号 (2019-1-17)  
-第 3回明日向けアンケートご回答の御礼、 2 0 1 9
年度登録会員・研究部会登録等確認のお願い、月
例会、法務実務講座での講演・研究部会発表、関
西地区特別講演会など今後の予定等 -  

1. 第3回医法研の明日に向けてアンケート回答の御礼(おって、集計ご報告します) 

3. 2月～4月の月例会、法務実務講座、関西地区特別講演会等の予定 

登録会員の皆様のご参加、さらに、会員会社の他の社員の方にもご案内いただきますよう、お願い申し上げます。 

◆2月度月例会 2月19日(火) 午後1時15分、メルパルク大阪「カナーレ」 

【特別講演Ⅰ】「働き方改革関連法」(仮) 大江橋法律事務所 弁護士 小寺美帆氏 
働き方改革関連法の一部が4月に施行されることに伴い、改正の全体像と実務対応について、さらに、労働基準法
(長時間労働、有給休暇関連等)、労働安全衛生法、派遣労働者に関する均等均衡待遇に関する法改正のポイントな
どについて、解説します。会員会社の皆様にぜひ、お聞きいただきたい内容です。 

【研究部会発表】関西第二研究部会「AI・データ利用に関する契約ガイドラインの検討と法務部門におけるAIツール
の利活用検討」(仮) 

【特別講演Ⅱ】「医療データにかかる法制の動向」(仮) 英知法律事務所 弁護士 岡村久道氏 

医療データを含む個人情報にかかる法制、労働安全衛生法に基づく健診データの取扱い、不正競争防止法におけ
る限定提供データの導入など、新たな法整備について概観し、最新のトピックスについてご紹介します。会員会
社におかれての実務に役立つ内容満載であり、ぜひ、ご参加、お聞きください。 

◆法務実務講座 2月20日(水) 午前9時30分、メルパルク大阪「カナーレ」 

  「海外ベンチャーとの共同研究・共同開発」オリック東京法律事務所・外国法共同事業 
                                                                     弁護士 矢倉信介氏、弁護士 杉田泰樹氏 

◆3月度月例会 3月19日(火) 午後1時(予定)、アルカディア市ヶ谷 5F「大雪」 

【特別講演Ⅰ】「製薬企業に求められるガバナンス体制」(仮) 

    医薬品医療機器法の平成31年改正(予定)、医療用医薬品の販売情報提供活動のガイドライン 
   厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 弁護士 堀尾貴将氏 

4月からの適用が予定される「販売情報活動ガイドライン」、近く国会での審議が予定される薬機法改正(先駆審
査指定制度、条件付早期承認制度の法制化、広告規制違反に対する課徴金制度の創設、製造販売業者のガバナン
ス強化等)に関し、現在、厚生労働省において、これら課題に携わっている同氏より解説します。会員会社の皆様
にとって、聞き逃せない内容であり、ぜひ、ご参加、お聞きください。 

【研究部会発表】国際問題研究部会 演題未定 

◆法務実務講座 3月20日(水) 午前9時30分、アルカディア市ヶ谷 6F 「霧島」 

  「データの利活用に関する留意点～知的財産法の観点から～」阿部・井窪・片山法律事務所 
                                                                     弁護士 江幡奈歩氏、弁護士 中村 閑氏 

◆関西地区特別講演会 3月1日(火) 午後3時～5時30分、ダイヤモンド滋賀(滋賀県甲賀郡土山町黒川1711) 
講演会を実施し、終了後、懇談会を行う等、合宿形式で実施いたします。コンプライアンス経営を推進される会
員会社の実務において、役立つ内容満載であり、関西地区以外、関東の方も含め、ぜひ、ご参加ください。 

   「企業不祥事の防止と対応」森・濱田松本法律事務所  弁護士 小田大輔氏 

◆4月度月例会 4月16日(火) 午後1時(予定)、アルカディア市ヶ谷 5F 「穂高」 

【特別講演】講師・演題未定、【研究部会発表】2019年度活動計画 各研究部会より、新年度の計画等を紹介いた
だきます。 

 

    

 

  

 

 

 

 

2. 2019年度登録会員・研究部会登録等確認(2月4日に《別添》でご連絡の予定です) 

2019年度における登録会員及び研究部会の登録のご確認を、2月4日(月)に事務局よりメール連絡させていただ

きます(連絡期限3月8日(金))。代表登録会員及び登録会員の皆様にご協力いただきますよう、お願い申し上げ

ます。会員会社の社員で、未登録の皆様におかれては、この機会に、ご登録、お願い申し上げます。 

 



お問い合わせ   

登録会員の登録、追加ご登録、研究部会登録等をご確認願います。 
ご確認返信の期限:2019年3月8日(金) 

TEL: 03-3242-1456 

医薬品企業法務研究会・事務局(佐々木) 

会員会社 
 代表登録会員 各位 
 (写)登録会員 各位 
                         
                         医薬品企業法務研究会 
                          会 長     戸邨啓子 
                          研究部会運営委員長 大須賀久人 
 

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は当会の運営に格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さて、2019年度における貴社の登録会員及び研究部会を下記要領にて登録いただきたくご案内申しあげま

す。法務部門はもちろん、薬事、知的財産、コンプライアンス、リスクマネジメント、開発、事業開発、企

画、監査、品質保証、総務、人事等の部門の方にも、お声をかけていただき、多数のご登録を検討いただけ

れば幸いです。「各研究部会の活動内容の紹介」も添付いたしますので、研究部会の選択に当たり、ご活用

下さい。 

 

また、会員会社に在籍のまま、他社へ出向中の方も登録会員として参加いただけます。さらに、100%子会

社又は100%親会社の1社に限り、(会員会社自社従業員等の登録会員に追加し、)当該会社の従業員等を、

登録会員として登録できます。社内、グループ会社様とご相談いただき、追加登録をご検討願います。 

 

複数部会への登録も歓迎します。また、検討するための各研究部会への見学やオブザーバー参加も歓迎しま

すので、ご希望の方は事務局又は各部会長へお問合せください。 

 

特に、医療問題研究部会、薬事法研究部会、知的財産権問題研究部会、MA臨床開発研究部会は、法務以外に

も、各社の知的財産、研究開発、薬事、企画等の方が多数参加されています。各部会、電話会議利用を推進

しており、関東など関西以外の方が関西第一、第二部会に参加されることも歓迎しますし、関西の方が関西

部会以外の部会に参加されることも歓迎します(電話会議システム等も活用いただいています)。 

 

ぜひ、各社において、ご関心のある方に、広くお声をかけていただきますよう、お願いいたします。 

                                            敬具 

《別添》2月4日発信予定案 



お問い合わせ   

TEL: 03-3242-1456 

医薬品企業法務研究会・事務局(佐々木) 

1. 代表登録会員様におかれ、前年度の登録会員に確認され、社内各部門に案内のうえ追加登録等ご検討・ご

確認いただき、2019年度の登録会員につきまして、登録会員の追加、登録事項の変更、登録会員の退会

等ある場合には、代表登録会員様より、別紙「登録会員・登録部会等連絡書」に変更情報を記入いただき、

事務局へ電子メールにてご連絡下さるようお願いいたします。 

 

2. 前年度の登録情報に変更がない場合は、代表登録会員より、電子メール本文に【変更なし】と記載して、

添付の「登録会員・登録部会等連絡書」をそのまま返信いただければ結構です。 

連絡の期限は、3月8日（金）必着とさせていただきます。 

 

3. 今回、ご確認いただくのは、2019年度の「登録会員の氏名等」、「代表登録会員・地区別連絡担当者の

届出」、「登録される研究部会」及び「年会費のお支払方法」の4項目となっております。 

 

4. 各研究部会の内容や活動につきましては、本年4月17日（火）の月例会において、各部会の新部会長より

活動方針の説明がありますので、登録会員の皆様は、新登録会員も含め、是非ご出席ください。 

 

5. 各研究部会の活動内容は、リーガルマインド誌、医法研ガイド、医法研ホームページでもご紹介します。

また、各部会長に活動状況を直接お尋ねになるか、研究部会運営委員長にご相談いただいても結構です。 

研究部会への見学参加も歓迎します。 

 

6. 登録会員は、いずれかの研究部会に所属いただくこととなっています。年間を通じて研究部会活動をして

頂ける方を登録して下さい。 

 

7. グループ会社、お取引先の医薬品企業、医薬品関連企業で、未入会会社様がおられましたら、入会をご紹

介ください。CRO、SMO、医薬品製造・業務の受託、バイオベンチャー、医薬品販売や、医療機器、再

生医療等製品、臨床検査、医療サービスなどの企業様もご入会いただけます。会員会社の100%子会社、

100%親会社及び100%兄弟会社が入会される場合も、入会金免除の対象となっておりますので、グ

ループ会社のご入会もご検討願います。 

 

【添付資料】 

1. 2019年度 登録会員・登録部会等連絡書 

追加、変更等ある場合に、記入、返信願います。変更がない場合は、メール本文に【変更なし】と記載し

て「登録会員・登録部会等連絡書」をそのまま返信願います。 

2.各研究部会の活動紹介 

3.入会規則(2018年1月16日改定･実施) 

代表登録会員様にお願いしたいこと 


